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45

実
施
要
領

7 Ⅲ-1

「計画提案に求める考え方」について、
【提案１】と【提案２】の２案を提出することにな
りますが、該当敷地には、１案しか実現できな
いにも関わらず、同じ事業者から２案提案せ
ねばならないのはなぜでしょうか？

46

実
施
要
領

7 Ⅲ-1

計画提案に求める考え方の中で、提案1は計
画地そのままで有効活用する提案、提案2は
周辺の土地等も加えることも可能とした有効
活用案と理解されますが、提案2については
現段階での実現性や担保性の証明を求めて
いないと読み取れます。またP.10のように計
画提案の遵守については提案1もしくは2のい
ずれかの建築計画書を提出すればよい、とい
うことをあわせて考えると、提案2は非常に実
現性が低い提案を行うことも可能になります。
いっぽうで提案2は配点が50％（P16）あるた
め、提案者にとっては非常に理解しにくい審
査基準となっています。
できるだけ有効な提案を行いたいと考えてい
ますので、実際には実現性が非常に低いが
評価段階では実現性も担保性も判断できな
い理想的な提案があった場合にどのように評
価したり排除したりされるのかなど、提案2に
ついての評価方法を開示頂けますでしょう
か。

47

実
施
要
領

8 Ⅲ-1

「それ以外の案については実現の責を負
うものではありませんが」とあります
が、これは大阪市は責を負わないという
ことですか。それとも提案者が勝手に他
の権利者の土地に対して自由に提案して
も責任を負わなくてもよいということで
すか。また、仮に事業者が自由提案出来
るとした場合、【提案2】について、実現
の責を負うものではないと記載されてい
ますが、より現実性があれば評価はされ
るのでしょうか。

48
そ
の
他

提案（２）にて、近隣地権者との共同開発によ
る計画とありますが、どのように解釈すれば良
いのでしょうか。また、共同開発について近隣
地権者の方々は了承されているとの解釈で
しょうか。

49

実
施
要
領

7 Ⅲ-1

【提案1】の事業コンセプトを踏襲しつ
つ、【提案2】を求めるとありますが、事
業コンセプトを踏襲すれば用途構成につ
いては変更しても構わないでしょうか。

そのとおりです。

50

実
施
要
領

8 Ⅲ-1 Ｃ

「将来にわたって良好な状態を維持していく」
とありますが、具体的に意味をご教示下さい。

施設の維持管理運営等について提案
してください。

51

実
施
要
領

8 Ⅲ-1 Ｃ

どの様に将来にわたり良好な状態を維持
していくのかとありますが、提案の内容
としては、施設の維持管理運営の事を指
すのでしょうか。

施設の維持管理運営についても提案
内容に含まれます。

・本物件は、現状では接道条件等から
多様な活用が制限されています。
　提案1のみでは、活用用途の制限さ
れた中で提案を受けることとなり、地元
要望を受け、周辺地域の活性化を促
進するという本市の目的が達成されな
い可能性があります。
　本市としては、本物件の潜在的な価
値を活かしながら活性化につなげてい
くためにも、この土地を活用し、周辺地
域の活性化に強い意欲をもつ事業者
を募り、幅広い提案を求めていくため
に本物件の最有効活用を目的とした
提案２を求めるものです。

・提案２については隣接地権者との協
議の状況如何は評価の対象とはしま
せん。なお隣接地権者との共同開発
を計画される場合には、各事業者の責
任において協議してください。
ただし提案される内容は、関連法令や
技術面等からみて実現できるものとし
てください。

・計画提案審査については実施要領
Ｐ１４　Ⅴ計画提案審査 に記載のとお
りです。
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